
富田林市奨学金返還支援助成金 | 対象者簡易判定フロー図

申請する年度末時点（3月31日）で35歳未満である（＝34歳以下である）

奨学金の貸与を受けて大学・短期大学・大学院・高等専門学校・専門学校のいずれかを卒業した

貸与を受けた奨学金は「日本学生支援機構（第1種・第2種）の奨学金」もしくは
「大阪府が貸与する母子・父子・寡婦福祉資金（修業資金・修学資金）」のいずれかである

申請年度の10月1日時点から過去1年間（昨年10/1～今年9/30）に奨学金を返還している

初回申請の場合：申請する年度の10月1日時点で富田林市に住民登録がある
2回目以降の申請の場合：1回目に助成金の交付決定を受けてから継続して富田林市に住民登録がある

申請年度の10月1日時点で、中小企業で6か月以上（=今年度の4月1日以前から）
正社員として雇用されていて、勤務地が富田林市内である
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①卒業証書または卒業証明書

②母子・父子・寡婦福祉資金貸付決定通知書

③昨年10/1～今年9/30の奨学金返還額が分かるもの（通帳の写し等）

④住民票の写し

⑤在籍証明書 （記入例） ※ご自身の勤務先にご記入いただいてください

①卒業証書または卒業証明書

②奨学金返還証明書

③奨学金返還額証明書（昨年10/1～今年9/30分）

④住民票の写し

⑤在籍証明書 （記入例）※ご自身の勤務先にご記入いただいてください

スカラネットPSから申請
（10日程度かかります）
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日本学生支援機構の場合 母子・父子・寡婦福祉資金の場合

本社が市外の場合でも
勤務地が市内であればOK
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昨年10/1以前に
全額返還済みの場合は対象外

パート・アルバイト・個人事業主
社会福祉法人・医療法人等は対象外

https://logoform.jp/form/SMkm/1007753
https://www.city.tondabayashi.lg.jp/uploaded/attachment/106675.pdf
https://www.city.tondabayashi.lg.jp/uploaded/attachment/106677.pdf
https://www.city.tondabayashi.lg.jp/uploaded/attachment/106675.pdf
https://www.city.tondabayashi.lg.jp/uploaded/attachment/106677.pdf
https://scholar-ps.sas.jasso.go.jp/mypage/top_open.do

